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【Ⅱ－３ リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理の連携・推進－②】 

② 病態に応じた早期からの疾患別リハビリテーシ

ョンの推進 
 

第１ 基本的な考え方 
 

重症者に対する早期からの急性期リハビリテーションの提供を推進す
るため、病態に応じた早期からの疾患別リハビリテーションについて新
たな評価を行うとともに、早期リハビリテーション加算の評価を見直す。 

 
第２ 具体的な内容 
 

１．ADL・認知機能が低い患者、特定の医療行為を必要とする患者及び感染
対策を必要とする患者に対し、疾患別リハビリテーションを提供した場合に
ついて、疾患別リハビリテーション料に急性期リハビリテーション加算を設
ける。 

 
２．現行の早期リハビリテーション加算の評価を見直す。 

 

改 定 案 現   行 

【心大血管疾患リハビリテーション

料】 

［算定要件］ 

注２ 注１本文に規定する別に厚生

労働大臣が定める患者であって

入院中のものに対してリハビリ

テーションを行った場合は、発

症、手術若しくは急性増悪から

７日目又は治療開始日のいずれ

か早いものから起算して30日を

限度として、早期リハビリテー

ション加算として、１単位につ

き25点を所定点数に加算する。 

３ （略） 

４ 別に厚生労働大臣が定める施

設基準に適合しているものとし

て地方厚生局長等に届け出た保

険医療機関において、注１本文

【心大血管疾患リハビリテーション

料】 

［算定要件］ 

注２ 注１本文に規定する別に厚生

労働大臣が定める患者であって

入院中のものに対してリハビリ

テーションを行った場合は、発

症、手術若しくは急性増悪から

７日目又は治療開始日のいずれ

か早いものから起算して30日を

限度として、早期リハビリテー

ション加算として、１単位につ

き30点を所定点数に加算する。 

 

３ （略） 

（新設） 
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に規定する別に厚生労働大臣が

定める患者（入院中のものに限

る。）であって、リハビリテー

ションを実施する日に別に厚生

労働大臣が定める患者に対して

リハビリテーションを行った場

合は、発症、手術若しくは急性

増悪から７日目又は治療開始日

のいずれか早いものから起算し

て14日を限度として急性期リハ

ビリテーション加算として、１

単位につき50点を更に所定点数

に加算する。 

 

※ 脳血管疾患リハビリテーション

料、廃用症候群リハビリテーショ

ン料、運動器リハビリテーション

料、呼吸器リハビリテーション料

についても同様。 

 

［施設基準］ 

第九 リハビリテーション 

一 心大血管疾患リハビリテーショ

ン料、脳血管疾患等リハビリテー

ション料、廃用症候群リハビリテ

ーション料、運動器リハビリテー

ション料及び呼吸器リハビリテー

ション料の施設基準等 

(9) 心大血管疾患リハビリテー

ション料、脳血管疾患等リハ

ビリテーション料、廃用症候

群リハビリテーション料、運

動器リハビリテーション料及

び呼吸器リハビリテーション

料に規定する初期加算及び急

性期リハビリテーション加算

の施設基準 

当該保険医療機関内にリハ

ビリテーション科の常勤医師

が配置されていること。 

(10) 心大血管疾患リハビリテー

ション料、脳血管疾患等リハ

ビリテーション料、廃用症候

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［施設基準］ 

第九 リハビリテーション 

一 心大血管疾患リハビリテーショ

ン料、脳血管疾患等リハビリテー

ション料、廃用症候群リハビリテ

ーション料、運動器リハビリテー

ション料及び呼吸器リハビリテー

ション料の施設基準等 

(9) 心大血管疾患リハビリテー

ション料、脳血管疾患等リハ

ビリテーション料、廃用症候

群リハビリテーション料、運

動器リハビリテーション料及

び呼吸器リハビリテーション

料に規定する初期加算の施設

基準 

当該保険医療機関内にリハ

ビリテーション科の常勤医師

が配置されていること。 

 

（新設） 
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群リハビリテーション料、運

動器リハビリテーション料及

び呼吸器リハビリテーション

料に規定する急性期リハビリ

テーション加算の対象となる

患者 

別表第九の十に掲げる患者 

 

別表第九の十 心大血管疾患リハビ

リテーション料、脳血管疾患等リ

ハビリテーション料、廃用症候群

リハビリテーション料、運動器リ

ハビリテーション料及び呼吸器リ

ハビリテーション料に規定する急

性期リハビリテーション加算の対

象となる患者 

一 相当程度以上の日常生活能力

の低下を来している患者 

二 重度認知症の状態にあり、日

常生活を送る上で介助が必要な

患者 

三 特別な管理を要する処置等を

実施している患者 

四 リハビリテーションを実施す

る上で感染対策が特に必要な感

染症並びにそれらの疑似症患者 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 




